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五
ニ
・

昭
五
二
・

昭
五
二
・
一
一

昭
五
二
・
一
一

昭
五
二
・
一
一

昭
五
二
・
二
一

昭
五
コ
了

五

七
四
「
港
湾
運
送
約
款
に

お
け
る
保
険
利
益
約
款
の

効
力
」

七
五
「
手
形
法
・
小
切
手

法
」
(
商
法
講
義
4
)
(
共

著
)

ームー・
ノ、

七
六
「
学
界
回
顧
(
海
商

法
こ

九

七
七
「
商
法
二
六
五
条
の

適
用
範
囲
と
違
反
の
効

果」七
八
「
商
法
五
九
四
条
の

『
不
可
抗
力
』
の
意
義
」

七
九
「
他
人
名
義
に
よ
る

手
形
行
為
」

八
O
「
手
形
偽
造
者
の
手

形
上
の
責
任
」

たにろ払こ来務と八
事よ、猶れ生のと一
例る敢予とず支も日
」解ヲ|契相べ払に取

徐契約殺きを売引
が約をす反猿掛を
認のしる対予残継
め不た旨債し代続
ら履との権、金す
れ行こ支で将債る

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
六

号有
斐
閣

法
律
時
報
昭
和
五

年
一
二
月
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
場
刊
商

法
の
争
点

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商

法
の
争
点

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商

法
の
争
点

日戸
担

当

r 
y 。。
Z 。

度研有
」塀斐

語間
和二号
四長

O半4
年例 Ji、

昭
五
一
二
・

ム

ノ、

昭
五
三
・

"よー-

/" 

昭
五
一
一
了
一
二

昭
五
一
一
了
二
一

昭
五
三
・
一
二

昭
五
三
・
一
二

昭
五
四
・

昭
五
四



八
二
「
資
本
減
少
の
総
会

決
議
」

八
三
「
隠
れ
た
取
立
委
任

裏
書
」

八
四
「
除
権
判
決
の
効
力
」

八
五
「
会
社
法
律
全
書
」

(
共
著
)

八
六
「
学
界
由
顧
(
海
商

法)」
消保八
」険七

契詐
約歎
のに
申ょ
込る
と生
取命

法欺八
行行八
為為2
賓と I木

任保除
」険塑

バ与三骨

在員
のの
不詐

八
九
「
商
法
総
則
・
商
行
為

法
(
現
代
商
法
講
義

I
)
」

(
共
著
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会

社
判
例
百
選
(
第
三

版
)

商司別
法法冊
舌試法
￥験学

詳シ?
整iチ
cズ i

簡可別
法法冊
古試法
半験学
22シセ
2よリミ
副岡 i ナ
1ととズ i 

第
一
法
規

法
律
時
報
昭
和
五
四

年
二
一
月
号

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
生

命
保
険
判
例
百
選

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
生

命
保
険
判
例
百
選

法
律
文
化
社

昭
五
四

昭
五
四
・
一

O

昭
五
四
・
一

O

昭
五
四
・
一
一

昭
五
四
・
二
一

昭
五
五
・

昭
五
五
・

昭
五
五

四

九

O
「
保
険
委
付
と
被
保

険
者
が
保
検
の
目
的
に
つ

き
有
す
る
損
害
賠
償
請
求

権」九
三
銀
行
取
引
事
故
百

科
」
(
共
著
)

法て九
二のニ
τコ.q_--， 

菜語手
」使管

用f了
許為
諾に
とっ
商い

九
三
つ
子
形
債
権
の
行
使

と
原
因
債
権
の
時
効
」

法授者ん九
律受間の四
関おの場五;
係よ法ム割
ごぴ律足賦
代関ぉ購
金係け入
決(るあ
済商当つ
の品事せ

判起判九
所さ決五
のれに豆
とた対n
る場し35
べ合て琵
きに控谷
捲控訴の
置訴が手
」裁提形

四

九
六
「
商
法
判
例
集
」
(
共

編
著
)

九
七
「
会
社
法
を
学
ぶ
」

(
新
版
)
(
共
著
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
損

害
保
険
判
例
百
選

金
融
財
政
事
情
研
究

会選形別
(・冊
第小ジ
三切ユ
版手リ
)判ス
例ト
百手

選形別
(・冊
第小ジ
三切ユ
版手リ
)判ス
例ト
百手

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
九

号度研有
」究斐

昭閣

和二

四量
一判
年例

有
斐
閣
新
書

有
斐
閣

昭
五
五
・

昭
五
五
・

昭
五
六
・

昭
五
六
・

昭
五
六
・

昭
五
六
・

昭
五
六
・

昭
五
七
・

九

七七四四五七九



九
八
二
訂
「
商
法
総
則
」

(
共
編
著
)

九
九
「
商
法
(
総
則
・
商
行

為
)
講
義
」
(
共
著
)

一
O
O
二
訂
「
保
険
、
海

商
法
」
(
共
著
)

一
O
一
「
商
法
を
学
ぶ
」

(
新
版
)
(
共
著
)

一
O
二
「
新
版
商
法
(
会

社
)
講
義
」
(
共
著
)

一
O
一
二
「
基
本
法
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
新
版
手
形
法
・

小
切
手
法
」
(
共
著
)

題性二お一
点質六けO
」と五る四
銀条二:2
行の六堅
実決O~ζ
務議条高
上のお法
の法よ下
問的ぴに

一
O
五
「
判
例
体
系
(
第
二

期
版
)
手
形
・
小
切
手
法

追
録
八
号
」
(
共
編
著
)

一
O
六
「
会
社
法
読
本
」

(
共
著
)

青
林
書
院
新
社

青
林
書
院
新
社

青
林
書
院
新
社

有
斐
閣

青
林
書
院
新
社

日
本
評
論
社

手
形
研
究
三
三
一
号

第
一
法
規

有
斐
閣
選
室
田

昭
五
七
・

昭
五
七
・

昭
五
七

昭
五
七

昭
五
七
・

昭
五
七
・

昭
五
七
・
一

O

昭
五
八
・

昭
五
八
・

四

一
O
七
「
資
本
減
少
の
総

会
決
議
」

四四

一
O
八
「
商
法
二
六
五
条

の
取
引
の
範
囲
と
違
反
の

効
果
」

四

一
O
九
「
商
法
五
九
四
条

の
「
不
可
抗
力
』
の
意
義
」

J¥ 

一一

O
「
他
人
名
義
に
よ

る
手
形
行
為
」

J¥ 

一
一
一
「
隠
れ
た
取
立
委

任
裏
書
」

一
一
二
「
除
権
判
決
の
効

力」一
二
三
判
例
体
系
(
第
二

期
版
)
手
形
・
小
切
手
法

追
録
九
号
」
(
共
編
著
)

十
」
一
四
「
場
屋
主
人
の
寅

二
五
「
旅
行
あ
っ
旋
契

約
(
手
配
旅
行
契
約
)
、
主

催
旅
行
契
約
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会

社
判
例
首
選
(
第
四

版
)

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商

法
の
争
点
(
第
二
版
)

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商

法
の
争
点
(
第
二
版
)

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商

法
の
争
点
(
第
二
版
)

別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー

司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ

(
商
法
新
版
)

別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー

司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ

{
商
法
新
版
)

第
一
法
規

育
林
書
院
新
社
「
演

習
商
法
(
総
則
・
商

行
為
ご

有
斐
閣
「
現
代
契
約

法
体
系
」
第
七
巻 。

昭
五
八

四

昭
五
八
・
一

O

昭
五
八
・
一

O

昭
五
八
・
一

O

昭
五
八

昭
五
八
・

昭
五
九
・

昭
五
九
・

昭
五
九
・



追期一
録版-

O手平;;
号炉判」/例

2小笠
ハ切互
理手第
)法二

費行一
任為一
」に七

" -ー寸

玄使
場用
屋人
主の
人不
の法

一
一
八
「
手
形
・
小
切
手
の

原
因
関
係
」

一
一
九
「
新
版
注
釈
会
社

法
(
1
)
」
(
共
著
)

行座ー
の貸二
注越0
意に辺
義よ努
務る空

説
との
銀当

一
一
一
一
「
設
立
の
無
効
」

二
つ
一
「
株
式
会
社
の
解

散
・
清
算
」

一
二
三
「
注
解
会
社
法
(
上

巻
)
」
(
共
著
)

第
一
法
規

判法別
例(冊
百総ジ
選則ユ

嘉吉l
二行?

版為古

雪量喜
重;:よ犬
i量蚕学
証法出
券講版
」座会

有
斐
閣

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
五
四

号車
再
林
書
院

青
林
書
院

青
林
蓮
院

昭
六

0
・

昭
六

O

昭
六

O

昭
六

0
・

昭
六
一
・

昭
六
一

昭
六
一
・

昭
六
一
・

さ務と該八執表ー
れ執し当六行社二
た行てす条社員四
事権代る第員お?
例の表行ーによ百
」喪権為項つびや

失おが第き他誌
がよあ五商の社
宣ぴつ号法業の
告業たに第務代

J¥ 

一
一
一
五
「
新
版
注
釈
会
社

法
〈
叩
)
」
(
共
著
)

九

一
二
六
「
略
式
質
と
利
益

配
当
・
無
償
交
付
」

..L.. 
/'¥ J¥ 

有
斐
閣
「
商
事
判
例

研
究
昭
和
四
二
年

度」有
斐
閣

例証別
百券関
選・ジ

商ユ
品リ
取ス
ヲ|ト
判新

昭
一L..
ノ、

五

昭
六
一
二
・

J¥ 

昭
六
一
一
了




